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②公園・緑地の整備方針 

◆ 公園は、地域住民が利用する憩いの場となるよう、地域住民の協力のもと、その維
持・管理・整備に取り組みます。 

◆ 運動公園は、市民や観光客が楽しめるスポーツ・レクリエーション施設として、周
囲の自然環境を生かしながら整備を図ります。 

◆ 河川空間等、都市近郊に残る自然環境を生かした緑地整備を進めます。 
◆ 既存の広場、街路、公益施設等を生かした公共空地の整備を進めます。 
◆ 森林、社寺林、農地などの豊かな緑や、狩野川、深沢川、堂川などの水辺は、人々に
うるおいを与える本市の自然的骨格として、適切な保全・整備を図ります。 

◆ 本市の豊かな自然空間を、市民や訪れる人々が自然資源にふれあい、交流する場と
して、環境の保全に配慮しつつ、体験学習やレクリエーションなど活用を進めます。 

◆ 伊豆長岡駅周辺、田京駅周辺を、今後、市都市公園条例の目指す公園確保目標に向
けて、緑地整備を検討する緑地確保エリアに位置付けます。公共施設用地や空き家、
空地などの低未利用地を活用し、緑地整備を検討していきます。 

◆ 公園や緑地では、ユニバーサルデザインのまちづくりとして、施設へのユニバーサ
ルデザインの導入を推進します。 

 

■ 市内の主要公園 

利用・活用方針 公園名 公園種別 

スポーツ・レク

リエーション 

市民の森浮橋 

総合公園 
狩野川リバーサイドパーク 

（天野公園） 

さつきヶ丘公園 

韮山運動公園 運動公園 

江間公園 

街区公園 中島公園 

広瀬公園 

神島グラウンド 
公共施設 

緑地等 

自然・歴史環境 

城池親水公園 地区公園 

守山西公園 特殊公園 

狩野川さくら公園 近隣公園 

蛭ヶ島公園 街区公園 

憩いの場 

源氏山公園 

（伊豆長岡公園） 
総合公園 

古奈もみじ公園 

（古奈地区公園） 
街区公園 

湯らっくす公園 

古奈湯元公園 

  

古奈もみじ公園（古奈地区公園） 

湯らっくす公園 
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（２）景観形成方針 

本市の自然景観、歴史・文化的景観、街並み景観等多様な景観要素は、市域の様々な場所
に広がっており、良好な景観の保全や活用、あるいは景観阻害要因の改善や除去等、景観形
成に関する取組みは市域全体で対応することが必要です。 
 そのため、良好な景観形成と観光地域づくりを目指し、景観ビジョンや具体的な景観施
策、無電柱化施策を定め、地域（住民）・民間・行政が連携し、それぞれの役割分担による
持続可能な地域景観の保全・活用の実現を目指します。  

 
①景観重点整備地区 

◆ 先導的かつ重点的に景観形成を図るべき一定の範囲の地区において、伊豆の国市景
観計画で良好な景観形成の方針、届出対象行為、行為の制限を定めた地区のことを景
観重点整備地区とします。 
世界文化遺産に登録された韮山反射炉とその周辺部である「韮山反射炉周辺地区」

については、景観重点整備地区として重点的に景観形成を図るとともに、屋外広告物
の規制等により、良好な景観の保全・形成に努めます。 
その他の景観重点整備地区については、今後の社会情勢の変化、あるいは地区住民

の要望等を踏まえ、必要に応じて指定を進めていきます。 
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４．河川 

気候変動による水害リスクの増大に備えるために、あらゆる関係者により流域全体で行う流
域治水への転換を図ります。 
また、市内を流れる水量豊富な河川を水と緑のネットワーク軸とし、これらと公園や緑地等

を有機的に結び、水と緑のネットワークの形成を進めて回遊性を高めていきます。 
そして、このネットワークにより、自然の量と連続性を確保するとともに、河川生態系の形

成に努めます。 
 

（１）河川の治水方針 

◆ 一級河川狩野川をはじめ本市を流れる河川の流域では、河川整備計画等に定める一
定規模の降雨に対応できる流下能力を確保します。東部地域大規模氾濫減災協議会を
はじめ、狩野川流域治水協議会が定める流域治水プロジェクトに基づき、水害発生の
頻度が高いと想定される地区を優先的に対処するよう、関係機関に河川の改修を要請
します。さらに、流域治水の強化に向けて、地域住民の防災意識の高揚を図るソフト
対策を関係機関と連携して推進します。 

◆ 市街地では、浸水地域の減災対策や災害対応の強化を図ります。 
◆ 流域における良好な水循環系を構築するため、森林、農耕地等の保全を図り、雨水
流出抑制策の促進等を含めた総合的な治水対策を推進します。 

 

（２）河川の利活用方針 

◆ 狩野川ツーリズムによる狩野川全体の利活用を図ります。利用状況や機能に応じた
３つのゾーン（「千歳橋周辺」、「中島公園周辺」、「狩野川さくら公園下流域」）ごとの
狩野川の利活用を促進します。 

◆ 「伊豆の国市かわまちづくり計画」に基づき、2023 年の供用開始を目標に、神島地
区及び中島地区の狩野川敷地に芝生広場や多目的広場等の機能を有し来訪者が集い、
憩うことのできる親水空間の創出を図ります。また、「道の駅伊豆のへそ」は、伊豆の
国市名産のいちごスイーツや静岡・伊豆の特産野菜の販売、世界的自転車メーカーの
展示・試乗が楽しめる複合施設であることから、民間事業者にも参画を促し、アウト
ドア体験や飲食等ができる魅力ある水辺空間を創出し、観光・産業振興の創出を図り
ます。 

 

（３）河川生態系の形成方針 

◆ 河川改修時には、河川生態系の形成を目的に水質の保全や動植物の生息・生育でき
る環境の維持・再生、河川景観の保全等に配慮します。 
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５．都市施設 

時代に即したインフラ資産の更新、統廃合、長寿命化を計画的に推進します。防災性・利便
性に優れ、機能的で住みやすく、安全かつ集約された持続可能な都市の形成に必要となるイン
フラ資産の維持・整備を推進します。 

（１）水道の整備方針 

◆ 伊豆の国市地域水道ビジョン及び経営戦略に基づき、基幹施設の更新・改良、老朽
施設の更新、基幹施設、基幹管路及び配水池の耐震化を推進します。また、応急給水、
応急復旧体制等の確立を図ります。 

◆ 伊豆エメラルドタウンでは、官民連携方式の導入を推進します。 
 

（２）下水道の整備方針 

①公共下水道 

◆ 下水道計画区域では、下水道の未普及地域を解消するため、国の勧める官民連携事
業を活用した方式である「設計施工一括発注方式」を採用し、下水道の整備を行うと
ともに、下水道総合地震対策計画や下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水
道施設の耐震化や長寿命化の推進をします。 
また、公共下水道の供用が開始された区域における水洗化率の向上を推進するとと

もに、下水道使用料の料金体系の見直し等、下水道事業の健全な経営を目指します。 
◆ 雨水浸水対策として、雨水幹線の整備を推進します。 
 

②その他 

◆ 郊外では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽
の普及推進等、地域の状況に合わせた整備を推進します。 
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（３）汚物処理場の整備方針 

①既存し尿処理場 

◆ 伊豆の国市韮山し尿処理場及び伊豆の国市長岡し尿処理場は、定期整備を行い適正
処理の確保に努めているものの、老朽化が進行している状況です。そのため、新し尿
処理施設の整備後は、施設の再配置によって生じた跡地の活用に留意し、早期に現施
設の在り方を明確にする検討を、伊豆の国市公共施設再配置計画に基づき行います。 

◆ 現段階において施設が廃止済みの旧大仁し尿処理場は、一般廃棄物処理関係施設用
地としての活用を検討するとともに、田方福祉村の用地としての検討も行います。 

 

②新し尿処理場 

◆ 南江間地内で新し尿処理施設を整備しています。 
 

（４）ごみ焼却場の整備方針 

①既存一般廃棄物処理施設 

◆ 伊豆の国市大仁清掃センターは休止中、伊豆の国市韮山ごみ焼却場は老朽化が進行
している状況です。そのため、新ごみ処理施設の整備後は、施設の再配置によって生
じた跡地の活用に留意し、早期に現施設の在り方を明確にする検討を、伊豆の国市公
共施設再配置計画に基づき行います。 

 

②新ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設） 

◆ 伊豆市と伊豆の国市は、２市で一般廃棄物の共同処理施設を建設するための一部事
務組合である「伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合」を設置し、２市の共同で新ご
み処理施設（一般廃棄物処理施設）を整備中です。施設整備後は、広域処理体制によ
る効率的な運用に配慮します。 
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（５）火葬場の整備方針 

①既存火葬場 

◆ 伊豆の国市長岡斎場は施設や火葬設備に老朽化が目立ち、修繕や維持に係る費用の
増加や、慢性的な駐車場不足など多くの課題を抱えています。また、近い将来におい
て火葬対応能力を超えることが予想されています。 

◆ 施設整備後は、施設の再配置によって生じた跡地の活用に留意し、伊豆の国市公共
施設再配置計画に基づき、新施設の整備計画を踏まえて早期に現施設の在り方を明確
にしていきます。 

 
②新火葬場 

◆ 火葬需要に的確に対応する機能を有した、
新たな火葬場の整備が求められているため、
市では、2021 年度の供用開始をめざし、韮
山多田・韮山山木地区に伊豆の国市火葬場の
整備を進めています。 

 
 

（６）その他の都市施設の整備方針 

◆ 伊豆の国市の公共施設は、主に昭和 40 年代から昭和 60 年代の人口増加に伴う需要
の増大に応じて学校や市営住宅などが整備されてきましたが、これらの施設は建築後
30 年以上経過したものが多く、老朽化の進行や耐震性不足への対応が課題となってい
ます。これに対し、市の財政は、景気の低迷や生産年齢人口の減少による税収の減少
などの影響により、公共施設を維持・更新していくための財源確保は難しくなってい
くものと想定されます。 

◆ 公共施設の保有量の適正化や効率的な維持管理などにより、将来にわたって公共施
設等を維持していくとともに、新たなニーズに適応した市民サービス、安全で安心し
て利用できる公共施設を提供していくために「伊豆の国市公共施設等総合管理計画」
及び「伊豆の国市公共施設再配置計画」に基づき、「施設保有量の適正化」、「施設の長
期利用、安全性の確保」、「運営コストの最適化」を推進していきます。                   

 
 
 
 
 

  

新火葬場 
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６．官民連携 

これからの“まちづくり”は、将来にわたって持続可能な社会の形成を目指すため、市と市民
や企業がパートナーであるという認識を深め、一体となって誰もが暮らしやすく、そして心温
まる地域づくりに取り組む必要があります。 

 

（１）官民連携により取り組むまちづくりの推進方針 

◆ 地域活性化や地域経済の発展にも寄与する、官民対話を通じた PPP/PFI の案件成立
を促進するため、産官学金で構成されるまちづくり地域プラットフォームをはじめと
する、市と市民や民間が一体となって取り組む地域の活動を支援していきます。 

 

（２）低炭素社会の実現に向けた推進方針 

◆ 都市の低炭素化は、地球温暖化対策の一環として取り組まれるものです。そのため、
都市機能の集約化と公共交通の利用促進を図ります。 

 

（３）資源循環型社会の形成に向けた推進方針 

①資源循環型社会の形成 

◆ ごみ減量の仕組みや制度の整備、市民のリサイクル活動の支援及び生ごみ等の堆肥
化事業の推進等により、ごみの削減やリサイクルを図ります。 

◆ バイオマス利活用に対する意識の啓発、それに併せた循環システムづくり、公共施
設における太陽光発電等のクリーンエネルギーの活用を検討します。 

 
②多様な分野のまちづくり 

◆ 環境に配慮したまちづくりとして、循環型社会の形成や、地産地消や観光農園によ
る農業振興や経済循環、安全で安心な食物の提供による健康増進など、食と農を中心
に、多様な分野に関わるまちづくりを進めます。 

 
③環境活動の推進 

◆ 多くの市民が環境に関心を持つよう、環境学習や環境調査を推進します。 
◆ 地球環境問題への取組として、温暖化対策等を考慮した省資源・省エネルギーの啓
発に取り組みます。 

◆ 緑豊かで風格のあるまちづくりを推進するため、緑化推進地区を設け、緑化の推進
や緑の保全・整備を図ります。 

◆ 生活に潤いとやすらぎを与える都市を目指し、市民や事業者の協力による花と緑の
ネットワークや、地域の緑化美化活動を支援します。 
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７．都市防災 

市街地では、建物の不燃化や耐震化の促進等を図り、災害に強いまちづくりを進めるほか、
山地や河川周辺では、土砂災害対策や水害対策等に取り組み、災害の未然防止を図り、安心し
て暮らしていける都市環境の実現を目指します。 

（１）自然と調和した安全な都市の形成 

◆ 一級河川狩野川等に隣接する市街化区域において、最大規模の降雨の際に想定され
る、洪水浸水想定区域や家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾
濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域（以下、家屋倒壊等氾濫想定区域と
いう）が、家屋倒壊等氾濫想定区域図として公表されています。 

◆ 市街化区域内の家屋倒壊等氾濫想定区域については、立地適正化計画において、市
街化区域内の居住誘導区域に含まない区域としているため、市民に対し災害の危険性
等、現状の土地利用規制の認識向上を図ります。市街化区域内は約 7 割が浸水想定区
域であるため、居住を許容する中で市民に対し災害の危険性等、現状の土地利用規制
の認識向上を図るとともに、令和元年東日本台風（台風 19 号）での浸水被害を教訓と
して、国が公表した水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン等に基づ
く防災方針を立地適正化計画に位置づけ、居住誘導区域の一部見直しを検討します。 
上記を踏まえ、個別建て替えの際に受け皿となる、安全で利便性の高い居住地を確

保していきます。 
◆ 市街化調整区域の浸水想定区域においては、無秩序な市街化の抑制を図ります。ま
た、市街地をとりまく森林、農地などは、それらが有する保水、遊水機能等の災害防
止機能が維持されるよう無秩序な開発を抑制します。 

◆ 土砂災害特別警戒区域においては、開発及び住宅の新規立地等の規制を図ります。
災害を未然に防止するため、土砂災害警戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域及び
急傾斜地崩壊危険区域の適切な管理や、それらと近接・隣接する地区における適正な
土地利用規制を実施します。 
市街化区域におけるこの区域については、立地適正化計画において、市街化区域内

の居住誘導区域に含まない区域としているため、市民に対し災害の危険性等、現状の
土地利用規制の認識向上を図ります。その他、湛水、土砂災害等のおそれがある区域
についても開発を抑制するとともに、内水対策として、流域治水プロジェクトに基づ
く流出抑制対策や調整池機能の確保を行い、治水機能の向上を図ります。 

◆ 災害時の一時避難地や防火帯としての機能を持つ施設として、都市公園などのオー
プンスペースの確保、そして適切な配置を図ります。 
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（２）安心して住める都市構造の形成 

◆ 少子高齢化、人口減少という成熟型社会の更なる進展に対し、社会的、経済的、環
境的な視点を踏まえ、将来にわたり持続可能な都市の維持・形成を図り、地域活性を
推進するために、立地適正化計画において居住誘導区域とした区域では、まちづくり
を積極的に推進します。 
「居住誘導区域」は、人やもの、都市の基盤が集まり、安全で安心、利便性の高い良好
な市街地環境を今後も維持するために、市街化区域内において、積極的、優先的に居
住区域の維持、更新、整備を行う地域であるため、居住誘導区域内への適切な居住の
誘導を図ります。  

◆ 都市機能誘導区域内に新たに誘導施設を整備する場合には、当該施設を一時的に避
難所として活用できるよう、施設整備者と連携を図ります。 

◆ 市街化区域内は大部分が浸水想定区域であるため、居住を許容する中で市民に対し
災害の危険性等、現状の土地利用規制の認識向上を図ります。 

◆ 立地適正化計画において、市街化区域内の居住誘導区域に含まない区域（災害の危
険性等現状の土地利用規制を再認識すべき区域）とした区域については、個別建て替
えの際に受け皿となる土地が必要となります。そのため、都市再生特別措置法に基づ
く届出・勧告制度による周知（事前の情報提供）を行うとともに、緩やかに移転を誘
導します。加えて、土地利用状況、各種法規制の状況等を踏まえ、鉄道駅周辺に安全
で利便性の高い市街地を構築するために都市計画制度を活用し、市街化区域への編入
を検討する区域（居住検討区域、将来的に居住検討区域の設定について検討する区域）
について検討を進めます。 

◆ 災害発生時の道路啓開が実施出来るよう、幹線道路及び幹線道路沿道の機能強化（沿
道の浸水や土砂災害対策、歩道の確保や拡幅、無電柱化施策）による寸断防止を要請
します。 

◆ 道路幅員の確保や街路樹・庭木などの防火樹の植樹による延焼防止や、新築・改築
の際に耐火性のある素材や工法を啓発し、都市の不燃化を促進します。 

◆ 災害時に防火帯、避難路、避難地として利用できる道路、公園等の公共施設の維持
管理、そして適切な配置を図ります。 

◆ 避難路沿いのブロック塀や沿道建物の耐震化、安全対策を進めます。 
◆ 公共公益施設の耐震化の推進や一般住宅の耐震診断及び木造住宅の耐震補強を支援
します。 

◆ 防火水槽や消火栓の計画的な整備等により、消防力の強化を図ります。 
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（３）防災・防犯体制の充実したまちづくりの推進 

◆ 防災・減災対策を行っても大規模な自然災害は発生します。その際、迅速な復旧・
復興を進めるための事前準備が重要です。そのため、平時から復興の手順や進め方を
事前に決めておくことや、復興における将来目標像を事前に検討・共有しておきます。 

◆ 本市の市街化区域の大部分が浸水想定区域であることから、洪水浸水想定区域（想
定し得る最大規模の降雨）の周知を図ります。また、洪水時の垂直避難に対応する災
害協定の締結を今後も推進します。 

◆ 被災直後から、応急危険度判定士による応急危険度判定を行い、建物の危険度を応
急的に判定します。この調査は、原則として被災市町村の災害対策の一環として行い
ますが、民間判定士については、市からの要請により防災ボランティアとして参加が
可能です。そのため、復興事前準備として官民連携の体制づくりを行います。なお、
「応急危険度判定士」は、応急危険度判定に関する講習を受講することなどにより、
県が養成、登録を行います。 

◆ 防犯灯の設置や修繕により、防犯環境の充実を図ります。 
◆ 地域の防災・防犯活動の支援と推進を図ります。 
◆ 地域の企業等と災害協定を締結し、復興まちづくりのための事前準備を行います。 
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８．歴史的風致の維持及び向上 

狩野川を軸とした豊かな自然や田園風景といった美しい自然環境の保全を図るとともに、歴
史と伝統を反映した地域住民の活動を継承していくため、歴史文化資源を活かした都市づくり
を推進して歴史的風致の維持及び向上を図ります。 

 

（１）歴史まちづくり 

伊豆の国市は、今日まで継承された歴史資源が重層的に存在する「歴史のまち」です。狩
野川(かのがわ)を軸とした豊かな自然と、水田を中心とした農業景観、人々の暮らしに根ざ
した信仰と祭り、まちの発展を支えてきた温泉と芸能文化が相まって伊豆の国市の歴史的風
致が形成されています。 

 
①歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

＜歴史的建造物の保存・活用の推進＞ 

◆ 歴史的建造物の調査を、計画的に進めます。 
◆ 国、県、市指定の文化財や登録有形文化財の建造物は、所有者・管理者等と連携し、
修理や耐震化など保存・活用に努めます。 

◆ 未指定・未登録の歴史的建造物は、現状を把握し、必要があれば保存対策や活用を
推進します。 

◆ 市の歴史的建造物は、文化財指定・未指定共に、耐震診断、散策路等の整備など周
遊しやすい環境にします。 

◆ 史跡韮山反射炉は、「史跡韮山反射炉保存管理計画」及び「韮山反射炉の保存・整備・
活用に関する計画」に基づき、適切な保存修理を実施します。 

 
＜歴史・伝統を反映した活動の継承と活性化＞ 

◆ 市指定無形民俗文化財、地域住民の祭礼や伝統行事の継承ため、関係団体と市が講
演会等のイベントを開催します。 

◆ 歴史と伝統を反映した人びとの活動の担い手の育成や支援に取り組みます。 
◆ 専門家等と市で、伝統芸能・民俗芸能の調査や記録作成を実施します。未指定未登
録の民俗文化財等文化財の現状把握を行い、調査・研究活動を継続的に進めます。 

 
＜歴史文化資源の保存・活用の体制の確立とユニバーサル化＞ 

◆ 様々な歴史文化資源の適正な保存・修復・管理を計画的に行い、将来に継承します。 
◆ 民間との連携により、不足する人員・資金等を補います。 
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◆ 有効な技術を活用し、防火・防災・防犯・安全対策の実施、必要な資料類の収蔵施
設の充実を図ります。また、文化財の登録や指定、保護・保存に必要な制度的条件の
整備を進めます。 

◆ 歴史文化資源を育んできた周辺の自然環境も適正な保全・修復し、富士の眺望、狩
野川や田園風景などの美しい自然環境と一体とした歴史文化拠点都市づくりを推進し
ます。 

◆ 本計画に位置付ける歴史的風致周辺で、重点的に景観整備を進め、これらに併せて
ユニバーサルデザイン化を進めます。 

 
＜歴史文化を生かした観光振興等による地域の活性化＞ 

◆ 歴史文化資源の紹介や調査、研究、振興などを行い、この調査・研究活動の成果の
情報を、観光案内パンフレットやホームページで紹介します。 

◆ 韮山反射炉では、韮山反射炉ガイダンスセンターの展示内容を更新・活用し、歴史
の専門知識を持つ歴史ガイドや体験観光ガイドの育成等を行います。 

 
＜住民等の理解と参加・連携による取組＞ 

◆ 市民への歴史文化学習の機会を図ります。 
◆ 行政による活動だけではなく、「伊豆の国歴史ガイドの会」や「韮山反射炉を愛する
会」等の民間団体、市民とのさらなる連携を通じて、より有効な保存・活用事業を実
施していきます。 
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